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公
益
社
団
法
人
日
本
炊
飯
協
会
は
平
成
25
年
１
月
25
日（
金
）賀
詞
交
歓
会
を
東
京

都
中
央
区
銀
座
の
コ
ー
ト
ヤ
ー
ド
・
マ
リ
オ
ッ
ト
銀
座
東
武
ホ
テ
ル
で
開
催
し
た
。

平
成
25
年
度
賀
詞
交
歓
会
開
催

　

協
会
で
は
、４
月
16
日
に
、

山
東
理
事
の
協
力
を
得
て
農

林
水
産
大
臣
に
直
接
政
府
備

蓄
米
の
放
出
の
お
願
い
を
し
、

ご
理
解
を
頂
き
ま
し
た
。東
日

本
大
震
災
の
影
響
で
不
足
し

た
と
さ
れ
る
４
万
t
を
補
う

た
め
政
府
備
蓄
米
の
放
出
が

今
夏
に
実
施
さ
れ
、多
少
米
が

入
手
し
易
く
な
り
ま
し
た
。し

か
し
24
年
産
米
は
豊
作
で
有

る
に
も
拘
ら
ず
全
中・全
農
に

よ
る
米
概
算
金
価
格
の
ア
ッ

プ
、約
10
万
ｔ（
２
２
５
億
円

相
当
）の
米
を
買
い
上
げ
る
方

針
発
表
に
よ
り
価
格
の
上
昇

を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。

　

食
品
業
界
は
米
生
産
量
の

36
％
を
消
費
し
て
お
り
ま
す

が
、業
界
で
多
く
使
わ
れ
て
い

る
所
謂
Ｂ
銘
柄
米
は
、生
産
側

の
高
級
銘
柄
米
志
向
の
生
産

に
よ
り
、需
給
バ
ラ
ン
ス
が
大

　

昨
年
は
、野
田
首
相
が
、解

散
を
条
件
に
法
案
成
立
の
協

力
を
求
め
、11
月
16
日
に
衆
議

院
を
解
散
し
選
挙
と
な
り
ま

し
た
。結
果
は
自
民
党
の
圧
勝

で
安
倍
内
閣
が
発
足
し
ま
し

た
。国
民
は
、再
度
、自
民
党
に

政
権
を
委
ね
た
と
い
え
ま
す
。

自
民
党
に
は
、以
前
の
大
敗
の

反
省
を
踏
ま
え
、政
権
与
党
と

し
て
、自
ら
問
題
を
先
送
り
す

る
こ
と
な
く
真
正
面
か
ら
捉

え
、日
本
の
将
来
を
見
据
え
た

政
治
を
期
待
し
た
い
も
の
で

す
。

　

昨
年
は
年
明
け
か
ら
23
年

産
の
米
価
格
が
22
年
産
よ
り

約
２
割
ア
ッ
プ
の
状
況
が
続

き
、24
年
産
米
は
さ
ら
に
約
１

割
ア
ッ
プ
と
な
り
、値
上
が
り

が
今
も
続
い
て
お
り
ま
す
。そ

の
た
め
、炊
飯
業
界
は
経
営
の

存
続
が
問
わ
れ
る
程
厳
し
い

環
境
と
な
っ
て
い
ま
す
。

き
く
崩
れ
、品
薄
に
よ
り
米
価

格
は
さ
ら
に
高
騰
し
て
い
ま

す
。そ
こ
で
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た

国
産
米
の
生
産
を
求
め
、11
月

５
日
に
農
林
水
産
省
の
生
産

局
に
Ｂ
銘
柄
米
の
生
産
に
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
増
産

を
求
め
る
要
望
書
を
提
出
し

ま
し
た
。さ
ら
に
山
東
理
事
の

再
度
の
協
力
を
得
て
、１
月
９

日
に
農
林
水
産
大
臣
に
、中
食

業
界
４
団
体
と
加
工
米
セ
ン

タ
ー
と
と
も
に
、「
ニ
ー
ズ
に

合
っ
た
国
産
米
の
増
産
を
」の

要
請
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
今
後
は
、幅
広
く
食
品
業
界

の
団
体
と
共
闘
し
て「
需
要
に

あ
っ
た
米
の
生
産
を
求
め
る
」

運
動
を
展
開
し
て
ま
い
り
ま

す
。な
お
建
議
等
の
活
動
に
つ

い
て
、協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
も
今
後
、公
開
を
し
て
ま
い

り
ま
す
。

　

ま
た
、昨
夏
の
８
月
に
は
、

白
菜
の
浅
漬
け
が
原
因
の
Ｏ

‐157
に
よ
る
死
亡
者
８
名
の
重

篤
な
食
中
毒
事
件
が
発
生
し
、

次
亜
塩
素
酸
ソ
ー
ダ
に
よ
る

殺
菌
の
管
理
の
不
備
に
よ
る

こ
と
が
原
因
と
判
明
し
ま
し

た
。自
社
の
衛
生
管
理
だ
け
で

な
く
仕
掛
品
と
し
て
購
入
し

て
い
る
場
合
、購
入
先
の
衛
生

管
理
の
チ
ェ
ッ
ク
も
極
め
て

重
要
に
な
り
ま
す
。そ
の
後
12

月
に
は
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
流

行
期
を
迎
え
、過
去
５
年
間
で

最
悪
の
患
者
発
生
状
況
と
厚

生
労
働
省
よ
り
一
層
の
注
意

喚
起
が
な
さ
れ
ま
し
た
。ノ
ロ

ウ
イ
ル
ス
は
人
か
ら
の
感
染

が
主
と
な
っ
て
い
ま
す
。当
協

会
で
は
約
８
割
が
、Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ

Ｐ
認
定
を
受
け
て
お
り
、毎
年

更
新
認
定
の
た
め
監
査
を
行

い
管
理
レ
ベ
ル
の
維
持
向
上

を
は
か
っ
て
い
ま
す
が
、各
会

員
に
お
か
れ
ま
し
て
も
よ
り

一
層
の
衛
生
管
理
を
お
願
い

致
し
ま
す
。

　
最
後
に
、当
協
会
は
公
益
社

団
法
人
と
し
て
、会
員
各
位
の

さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
に
努

力
い
た
す
所
存
で
す
の
で
、ご

提
言
ご
指
導
を
賜
り
ま
す
よ

う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。皆
様
方
の
益
々
の
ご

隆
盛
を
祈
念
し
、新
年
度
の
ご

挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
　
×　
　
×　
　
×

　

賀
詞
交
歓
会
に
は
農
水
省

生
産
局
農
産
部
穀
物
課
長
鈴

木
良
典
氏
、 

米
麦
流
通
加
工

対
策
室
流
通
調
整
係
長
鈴
木

秀
行
氏
、食
料
産
業
局
企
画
課

食
品
企
業
行
動
室
長
西
経
子

氏
、穀
物
検
定
協
会
か
ら
理
事

長
伊
藤
元
久
氏
、常
務
理
事
斎

藤
豊
氏
、業
務
部
長
木
野
信
秋

氏
、関
東
支
部
長
久
保
田
元
之

氏
、関
東
支
部
業
務
部
長
椎
名

次
男
氏
、関
東
支
部
業
務
課
長

高
橋
勇
氏
と
主
務
官
庁
来
賓

の
ほ
か
、賛
助
会
員
、関
係
者

交
歓
会
会
長
挨
拶

公
益
社
団
法
人 

日
本
炊
飯
協
会
会
長

　富
澤
三
継

「
今
後
も
幅
広
く
、他
の
食
品
業
界
の
団
体
と
需
要
に
合
っ
た
米

の
増
産
を
求
め
る
運
動
を
展
開
し
て
い
く
」

乾杯の音頭を取った
木元教子理事

鈴木良典農林水産省生産
局農産部穀物課長

が
多
数
出
席
し
た
。

　

富
澤
会
長
か
ら
の
挨
拶
に

つ
づ
き
、来
賓
の
鈴
木
良
典

農
林
水
産
省
生
産
局
農
産
部

穀
物
課
長
か
ら
、携
わ
っ
た
農

家
と
の
行
政
の
掛
け
合
い
な

ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ま
じ
え
、

「
皆
さ
ま
の
た
め
に
ど
ん
な
こ

と
が
で
き
る
の
か
考
え
て
い

き
た
い
」と
ご
挨
拶
を
い
た
だ

き
、木
元
教
子
理
事
が「
五
穀

の
中
で
、稲
か
ら
出
世
し
て
名

前
が
変
わ
る
の
は
コ
メ
だ
け
。

懸
念
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

今
年
も
ご
飯
を
お
い
し
く
い

た
だ
き
た
い
」と
願
い
を
込
め

て
、乾
杯
の
音
頭
を
取
っ
た
。

米の相対取引価格 全銘柄平均価格の推移（出荷業者）（速報値）

注１：価格には運賃、包装代、消費税相当額が含まれている。
注２：全銘柄平均価格は産地銘柄ごとの前年産検査数量ウエィトで加重平均した価格である。
資料：農林水産省「米の相対取引価格（出荷業者）（速報）」

（単位：円/玄米60kg）

22年産平均価格

23年産平均価格

24年産平均価格

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 

23年産 

22年産 

24年産 

「米の相対取引価格（出荷業者）」は、出荷業者と卸等との間で取引された玄米60k当りの
価格で米価格の一つの指標となっています。この表は、農林水産省「米の相対取引価格(出荷
業者)(速報)」資料の各月の全銘柄平均価格で、それをグラフ化しました。平成23年産米は22
年産比で価格が大幅に上昇しており、その上平成24年産米は作況指数102と豊作にも拘らず
更に上昇しており、市場原理に合わない動きをしています。精米価格に換算すると、22年産
と比較し23年産米は約50円/ｋ、24年産は、約80円/ｋ、上昇となっています。

　
　
×　
　
×　
　
×

　

公
益
社
団
法
人
日
本
炊
飯

協
会
は
そ
の
事
業
と
し
て
、

①
炊
飯
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
定
事

業
②
ご
は
ん
ソ
ム
リ
エ
認
定

事
業
③
ご
は
ん
で
サ
ポ
ー
ト

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
④
災
害

時
緊
急
支
援
事
業
等
、社
会
貢

献
度
の
高
い
公
益
目
的
事
業

を
実
施
し
て
い
ま
す
。



　

①
の
減
量
申
請
書
、
図

面
等
の
添
付
書
類
を
審

査
し
ま
す
。

③��

現
場
調
査 

　

減
量
査
定
申
請
書
を

受
理
し
た
後
に
給
排
水

系
統
の
配
管
、
量
水
器
な

ど
の
設
備
及
び
管
理
状

況
等
を
審
査
し
ま
す

④��
減
量
認
定
の
適
否
の
通

知（
減
量
認
定
決
定
通
知
）

　

適
格
、
不
適
格
の
通
知

を
し
ま
す
。
適
格
の
通
知

を
受
け
た
と
き
に
、
次

の
「（
２
）
申
告
の
手
続

き
」
を
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
な
お
、
申
請
か
ら

認
定
ま
で
の
標
準
処
理

期
間
は
概
ね
20
日
間
に

な
り
ま
す
。

⑤��

減
量
査
定
申
請
の
有
効

期
限

　

申
請
の
有
効
期
限
は
、

④
の
減
量
認
定
決
定
通

知
を
し
た
日
か
ら
５
年

で
す
。
５
年
経
過
し
た
ら

再
度
申
請
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
有
効
期

間
内
で
あ
っ
て
も
、
量
水

器
の
故
障
に
よ
る
交
換

等
申
請
内
容
に
変
更
が

あ
っ
た
と
き
に
は
変
更

の
届
出
が
必
要
で
す
。

（
２
）
申
告
の
手
続
き 

減
水
量
申
告
書
の
提
出 

①
水
道
検
針
期
間
（
１
か

月
ま
た
は
２
か
月
）
ご
と

に
、
水
道
局
営
業
所
に
所

要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

検
針
票
を
受
取
っ
て
か

ら
３
日
以
内
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

②
水
道
局
営
業
所
で
、
認

定
を
受
け
る
た
め
の
条

成
16
年
10
月
１
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
す
。

２
．
減
量
申
請
の
流
れ

　

申
請
の
流
れ
は
表
１
の
通

に
な
り
ま
す
。（
表
１
参
照
）

・
減
量
認
定
審
査
基
準
（
表

２
参
照
）

３
．
申
請
・
申
告
の
手
続
き�

（
１
）
査
定
申
請
の
手
続
き 

　

①�

減
量
査
定
申
請
書
の
提

出�

　

減
量
査
定
申
請
書
、
図

面
等
の
添
付
書
類
を
揃

え
、
当
局
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。 

記
入
方
法
等

不
明
な
点
が
あ
る
と
き

は
、
当
局
下
水
道
事
務
所

業
務
係
ま
た
は
経
理
部

企
画
指
導
係
に
電
話
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

②�

書
面
審
査�

　

こ
の
制
度
を
活
用
す
る
に

は
、
水
道
局
ご
と
に
定
め
ら

れ
た
認
定
基
準
を
満
た
す
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
こ

で
所
轄
の
水
道
局
と
連
絡
を

取
り
御
社
の
工
場
の
実
態
を

説
明
し
、
減
免
を
受
け
る
た

め
に
必
要
な
釜
投
入
口
の
給

水
管
へ
の
メ
ー
タ
ー
設
置
等

に
つ
い
て
協
議
の
上
、
必
要

な
方
策
を
と
り
認
定
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

認
定
基
準
は
各
水
道
局
で

大
き
く
異
な
り
ま
す
。
例
え

ば
、
東
京
都
で
は
、
汚
水
排

水
量
を
直
接
測
定
す
る
方
法

は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
認
め

ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り

ま
す
。

　

参
考
と
し
て
、
東
京
都
の

下
水
道
料
金
に
つ
い
て
の

「
減
量
の
案
内
」（
抜
粋
）
の

抜
粋
を
掲
載
し
ま
す
。

下
水
道
料
金

　

減
量
の
ご
案
内（
東
京

都
）／（
抜
粋
）

１
．
減
量
と
は

　

下
水
道
料
金
の
算
定
の
対

象
と
な
る
汚
水
排
出
量
に
つ

い
て
は
、
水
道
水
、
井
戸
な

ど
の
使
用
水
量
を
も
っ
て
み

な
す
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
一
方
で
、
使

用
水
量
と
汚
水
排
出
量
と
が

著
し
く
異
な
る
も
の
を
営
む

場
合
は
、
公
共
下
水
道
に
排

除
さ
れ
な
い
水
量（
減
水
量
）

を
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

減
量
と
は
、
使
用
水
量
か

ら
こ
の
減
水
量
を
差
引
い
て

汚
水
排
出
量
を
認
定
す
る
こ

と
を
い
い
ま
す
。

　

 

減
量
を
受
け
る
た
め
の
条

件
（
１
）
営
業
活
動
に
伴
い
使

用
さ
れ
る
水
で
あ
る
こ
と
。

（
２
）
営
業
活
動
に
伴
い
使

用
す
る
水
の
量
と
、
公
共
下

水
道
に
排
除
す
る
汚
水
の
量

と
が
著
し
く
異
な
る
こ
と
。

　

こ
の
著
し
い
差
異
に
つ
い

て
の
数
値
基
準
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

　

一
カ
月
当
た
り
の
減
水
量

が
総
使
用
水
量
の
10
％
以
上

を
占
め
る
も
の
。
た
だ
し
、

一
カ
月
当
た
り
の
総
使
用
水

量
が
１
０
０
０
㎥
を
超
え
る

も
の
に
あ
っ
て
は
一
カ
月
当

た
り
の
減
水
量
が
１
０
０
㎥

を
以
上
の
も
の
。

（
３
）
減
水
量
を
計
測
す
る

量
水
器
（
メ
ー
タ
ー
）
は
、

原
則
と
し
て
検
定
品
で
あ
り

か
つ
有
効
期
限
内
で
あ
る
こ

と
。

　

な
お
、
量
水
器
の
設
置
及

び
交
換
は
お
客
様
の
負
担
と

な
り
ま
す
。

（
４
）
給
排
水
系
統
の
配
管

の
敷
設
状
況
等
の
審
査
で
適

格
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

※
（
２
）
の
数
値
基
準
は
平

（ 2 ）第 51 号 2 0 1 3 年 （平成 25 年） ３ 月 11 日 （月曜日）　ごはんタイムス

　　

　
　
　

　　

「
下
水
道
料
金
減
免
制
度
」に
つ
い
て

・減量認定審査基準

区分 審査内容
審査方
法

関係書類 審査基準

製品
含有

減量査定申
請者は適格者
であるか。
水が含有さ

れる製品であ
るか。
減水量を明

確かつ合理的
な根拠をもって
証明できるか。

減量査
定申請
書等の
書類審
査及び
実査に
よる事実
確認

減量査定申請書
年間使用水量

「水種別・月別」
減量予定水量

「水種別・月別」
私設量水器使用届
平面図「給排水経
路含む」
製造工程図
製品年間出荷高数

「月別」
原材料の年間納品
数「月別」
製品別単位当たり
含有水量

減量査定申請者と給水申込者が同一
であること。
製品の製造過程で水が含有し、その

まま出荷されるものであること。
含有する水の量を適正に計測できる

位置に、計測装置を設置してあること。
計測に用いる計量器が計量法で定め

られた検定証印等の有効期限内のもの
であること。
設置する計測装置が、設置場所に適

した計測装置「流量・水温等に適応して
いるもの」であること。
製品の含有水率により減水量を算出

する場合、その算出が適正であること。
出荷高等の記録が適切であること。

※ 計量に用いる計量器に検定証印等が付されていない場合は、定期的に性能を証明する書類を提出し、

性能が適正である場合に限り使用することができる。
※ 上記基準表は代表的な減量種別・機器等によるもので、必要に応じて関係書類を求めることができる。

表２

表１ 減量申請の流れ

イ）毎月の減水量を申告するためには事前に減量
査定申請書による申請が必要です。
これは、書類の記載事項及び現場での排水経路、
量水器、設備状況などを把握し、審査させていただ
くためです。
申請の有効期限は５年です。

ロ）イ）の審査により適格とされたときは、水道の検

針時に毎回、水道局営業所へ減水量申告書を提

出いただきます。

申告内容を審査させていただき、（ハ）のときは水道

使用量から申告した減水量が差し引かれます。

（ニ）のときは、申告した減水量が差し引かれません

ので、水道使用量がそのまま汚水排出量となりま

す。

なお、（ハ）または（ニ）のいずれの場合でも、必ず

水道検針時から３日以内に減水量申告書を水道局

営業所へ提出してください。

減量査定申請書 （下水道局下水道事務所受付）

↓

減水量申告書 （水道局営業所受付）

数値基準（（審査基準）

減水量が総使用水量の ％以上を占めるもの。
但し、総使用水量が１月あたり ｍ３を超えるも
のにあっては減水量が ｍ３以上を占めるもの。

（（ハ） （（ニ）

該当するとき 該当しないとき

↓ ↓

総使用量から減水量が
差し引かれます

総使用量から減水量が
差し引かれません

　通
常
下
水
道
料
金
の
算
定
の
対
象
と
な
る
汚
水
排
出

量
は
、
給
水
側
の
水
道
水
・
井
戸
等
の
使
用
水
量
を
も

っ
て
み
な
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
冷
却
・

ボ
イ
ラ
ー
・
製
品
製
造
過
程
で
の
水
の
蒸
発
、
散
水
な

ど
及
び
炊
飯
過
程
で
米
に
吸
水
さ
れ
る
水
は
本
来
汚
水

排
出
量
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
使
用
水
量
と

汚
水
排
出
量
と
が
著
し
く
異
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
分

の
水
量
（
減
水
量
）
を
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る
制
度

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
自
社
で
排
水
処
理

施
設
を
持
た
ず
下
水
道
料
金
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
、

減
免
制
度
を
活
用
で
き
る
と
、
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
に
繋
が

り
ま
す
。

大塚グループの徳島工場の見学会
平成25年3月5日6日に、当協会会員19名が
参加し、大塚グループの徳島工場 （ソイジョ
イ、胃腸薬）の見学を行い、「マンナンライフ」
の説明、「商品開発」「品質管理」の考え方の
レクチャーを受けました。次号で、見学会の
詳細を掲載します。

件
１
．（
２
）
の
数
値
基

準
に
該
当
す
る
と
き
に
、

申
告
し
た
減
水
量
の
全

部
が
水
道
等
の
使
用
量

か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

差
し
引
か
れ
た
使
用
水

量
に
基
づ
き
汚
水
排
出

量
を
認
定
し
、
下
水
道
料

金
を
請
求
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

③
申
告
書
は
、
数
値
基
準

に
該
当
し
な
い
と
き
も

提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
毎
回
の

申
告
し
た
減
水
量
を
確

認
す
る
た
め
に
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

※
減
水
量
は
水
道
検
針
時

ご
と
に
毎
回
申
告
し
て
い
た

だ
き
、
申
告
内
容
を
審
査
の

う
え
、
そ
の
都
度
、
基
準
に

達
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判

定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

※
減
量
は
、
事
前
に
申
請

す
る
制
度
な
の
で
、
減
量
の

事
由
が
発
生
す
る
前
に
３
．

（
１
）
の
手
続
き
が
必
要
で

す
。

　

※
３
．（
１
）
の
査
定
の

現
場
調
査
に
よ
り
、
量
水
器

の
設
置
位
置
等
の
不
備
が
あ

っ
た
場
合
は
、
お
客
様
の
負

担
で
設
備
の
改
善
を
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。



　
　

　　

　
　
　

　　

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（HACCP法）の施行状況について
１  指定認定機関の指定状況、高度化基準の認定状況及び高度化計画の認定状況 （H24年10月末現在）

指定認定機関 高度化基準
指定年月日 認定年月日
22機関 22基準

（一社）日本食肉加工協会 食肉製品
（公社）日本缶詰協会 容器包装詰常温流通食品

3 公益社団法人日本炊飯協会 炊飯製品 H11. 3.17 H11. 4. 8 84
（社）大日本水産会 水産加工品
（財）日本乳業技術協会 乳及び乳製品
全国味噌工業協同組合連合会 味噌
全国醤油工業協同組合連合会 醤油製品
（社）日本冷凍食品協会 冷凍食品
（公社）日本給食サービス協会 集団給食用食品
（社）日本惣菜協会 惣菜
（一社）日本弁当サービス協会 弁当
（公財）日本食品油脂検査協会 食用加工油脂
（財）日本食品分析センター ドレッシング類
（一社）全国清涼飲料工業会 清涼飲料水
（一財）全国調味料・野菜飲料検査協会 食酢製品
（一社）日本ソース工業会 ウスターソース類
全国菓子工業組合連合会 菓子製品
全国乾麺協同組合連合会 乾めん類
(一社）日本パン工業会 パン
全日本漬物協同組合連合会 農産物漬物
全国製麺協同組合連合会 生めん類
(公社）日本べんとう振興協会 大量調理型主食的調理食品

小　　　計

計
指定認定機関名 食品の種類

超微粒子状物質（PM2.5）とは
　大気中に漂う粒径2.5μm（1μm＝0.001㎜）以下の小さな粒子のことで、粒径が非常に小さいため（髪
の毛の太さの1／30程度）、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系へ
の影響が懸念されています。　

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
法
の
施
行
状
況

に
つ
い
て

　

農
林
水
産
省
と
厚
生
労
働

省
は
、平
成
10
年
に
、食
品
の

衛
生
管
理
の
高
度
化（
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
）に
は
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ

Ｐ
導
入
が
欠
か
せ
な
い
と
し

て
、そ
の
導
入
を
図
る
計
画

に
資
金
支
援
を
す
る
法
律
を

つ
く
り
ま
し
た
。そ
の
際
、衛

生
管
理
の
高
度
化
を
図
る
た

め
の
基
準
を
業
界
ご
と（
22

団
体
）に
作
成
さ
せ
、各
企
業

の
計
画
が
そ
の
基
準
を
満
た

せ
ば
、資
金
援
助
の
対
象
と

し
支
援
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。下
の
表
は
、そ
の
衛
生
管

理
の
高
度
化
計
画
の
認
定
数

を
示
し
て
い
ま
す
。

　

当
協
会
は
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認

定
ま
で
の
一
気
通
貫
の
し

く
み
を
導
入
し
た
こ
と
も
あ

り
、表
の
よ
う
に
84
ラ
イ
ン

の
高
度
化
計
画
認
定（
全
て

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
定
ま
で
実

施
）と
、指
定
認
定
機
関
の
中

で
最
多
の
数
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
を
導
入
し
、

衛
生
管
理
レ
ベ
ル
の
向
上
が

目
的
で
あ
る
の
で
、
Ｈ
Ａ
Ｃ

Ｃ
Ｐ
取
得
前
及
び
取
得
後
の

ア
ド
バ
イ
ス
を
積
極
的
に
行

い
、
認
定
を
目
指
す
会
社
と

一
緒
に
な
っ
た
取
組
み
を
し

て
い
ま
す
。

　

認
定
に
掛
か
る
費
用
は
、

　

①
事
前
ア
ド
バ
イ
ス

無
料
（
但
し
、
２
回
目
以

降
は
交
通
費
等
の
実
費
）

②
認
定
手
数
料　

会
員

５
万
円
、会
員
外
20
万
円
。

（+

交
通
費
そ
の
他
の
実

費
）

③
更
新
認
定
費
用
（
年
１

回
）
３
万
円
（
他
交
通
費

等
の
実
費
）
で
、
公
益
法

人
な
ら
で
は
の
低
価
格
と

な
っ
て
い
ま
す
。

炊
飯
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
定
の
流
れ

（
１
）
事
前
ア
ド
バ
イ
ス　

（
公
益
社
団
法
人
だ
か
ら
で

き
る
無
料
の
サ
ー
ビ
ス
）

① 

幅
広
い
食
品
企
業
か
ら
の

問
い
合
わ
せ
を
受
け
、
必

要
に
応
じ
て
要
請
先
の

現
地
に
赴
き
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ

Ｐ
の
説
明
及
び
な
ぜ
必

要
か
等
の
説
明
も
行
な

っ
た
上
、
実
情
に
合
わ
せ

た
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ

て
い
ま
す
。
衛
生
管
理
の

ポ
イ
ン
ト
を
抑
え
た
投

資
内
容
か
、
ま
た
方
法
設

備
は
妥
当
な
内
容
か
、
必

要
以
上
に
過
剰
な
投
資

内
容
に
な
っ
て
い
な
い

か
な
ど
コ
ス
ト
面
を
考

慮
し
た
ア
ド
バ
イ
ス
が
、

非
常
に
有
効
に
機
能
し

て
い
ま
す
。

② 

現
地
訪
問
し
て
の
初
回
の

ア
ド
バ
イ
ス
は
、
費
用
お

よ
び
交
通
費
等
の
実
費

も
一
切
か
か
ら
ず
無
料

で
す
。
さ
ら
に
そ
の
後
の

現
地
訪
問
が
必
要
な
場

合
で
も
、
交
通
費
等
の
実

費
だ
け
が
掛
か
り
ま
す
。

安
心
し
て
相
談
が
で
き

る
し
く
み
で
す
。

③ 
炊
飯
協
会
の
認
定
で
な
く

他
の
認
定
機
関
が
ふ
さ

わ
し
い
場
合
に
は
紹
介

も
行
っ
て
い
ま
す
。

（
２
）
高
度
化
計
画
の
認
定

① 

炊
飯
製
品
（
白
飯
・
酢
飯
・

混
ぜ
飯
）、
米
飯
二
次
加

工
品
（
し
ゃ
り
玉
、
お
に

ぎ
り
、
稲
荷・巻
き
寿
司
）

が
対
象
で
す
。

② 

認
定
を
受
け
た
事
業
者
は

金
融
公
庫
か
ら
施
設
整

備
に
対
す
る
長
期
低
利

融
資
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

（
３
）
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
定

施
設
整
備
の
完
成
後
高
度
化

計
画
に
沿
っ
た
施
設
整
備
が

さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
管
理

体
制
が
整
っ
て
い
る
か
、
現

地
に
出
向
き
監
査
を
行
い
認

定
を
行
い
ま
す
。

（
４
）Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
更
新
認
定

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
定
の
一
年
経

過
後
か
ら
、
年
１
回
の
監
査

を
行
い
、
認
定
の
更
新
を
行

い
ま
す
。
監
査
実
施
時
に
問

題
点
が
有
っ
た
場
合
に
は
、

具
体
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
等
指

導
を
行
い
、
改
善
策
を
と
も

に
検
討
し
、
改
善
が
図
ら
れ

た
時
点
で
再
度
監
査
を
行
い

ま
す
。
衛
生
管
理
レ
ベ
ル
の

維
持
向
上
を
、
一
緒
に
な
っ

て
取
り
組
み
ま
す
。

炊
飯
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
ハ
ー

ド
面
で
の
主
な
基
準

①
炊
飯
製
品
を
冷
却・充
填・

包
装
す
る
加
工
室
は
隔
壁

で
仕
切
り
清
浄
化
区
域
内
と

し
、清
浄
化
区
域
内
の
空
気

の
清
浄
化
度
は
非
稼
動
時

に
１
立
方
フ
ィ
ー
ト
あ
た
り

０・５
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
ー

以
上
の
大
き
さ
の
塵
埃
量
が

10
万
個
以
下
で
、常
時
陽
圧
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
。（
※
参
照
）

②
最
終
製
品
を
検
査
す
る
た

め
に
金
属
検
出
機
ま
た
は
Ｘ

線
異
物
検
出
機
が
設
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

③
コ
ン
テ
ナ
洗
浄
装
置
に
は

殺
菌
工
程
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
。

※ 

清
浄
化
度
と
微
生
物
（
細

菌
）
の
大
き
さ

　

ウ
イ
ル
ス
を
除
く
微
生

物
（
細
菌
）
の
大
き
さ
は
概

ね
１
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
ー
以

上
で
す
。
そ
こ
で
清
浄
化
度

を
評
価
す
る
尺
度
と
し
て
Ｎ

Ａ
Ｓ
Ａ
規
格
ク
ラ
ス
10
万
と

し
、
０
・５
マ
イ
ク
ロ
メ
ー

タ
ー
以
上
の
大
き
さ
の
粉
塵

（
粒
子
）
の
量
（
数
）
で
定

め
て
い
ま
す
。

　

今
、
Ｐ
Ｍ
2.5
が
大
き
な
環

境
問
題
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

２・５
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
ー

以
下
の
大
き
さ
の
微
粒
子
を

問
題
と
し
て
い
ま
す
。
当
協

会
で
は
、
清
浄
化
区
域
内
の

清
浄
化
度
は
こ
の
１
／
５
以

上
の
大
き
さ
の
微
粒
子
を
管

理
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、

い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ｍ
2.5
対
策
が
施

さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

な
お
、
食
品
工
場
は
作
業

者
が
多
く
材
料
・
製
品
の
運

搬
も
頻
繁
に
あ
り
作
業
中
の

条
件
が
悪
い
こ
と
を
考
慮

し
、
清
浄
化
に
必
要
な
基
準

を
設
定
し
て
い
ま
す
。

炊
飯
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
定

　

当
協
会
は
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
法
に
よ
る
衛
生
管
理
の
高
度
化
計
画
の
認
定
に

続
き
、
完
成
後
の
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
定
を
行
い
、
そ
の
後

毎
年
更
新
認
定
を
セ
ッ
ト
の
認
定
業
務
と
し
て
、
当
初
よ
り
行
っ
て
い
ま
す
。

事
前
ア
ド
バ
イ
ス

　
　
　
　
　（無
料
）

　

炊
飯
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
認

定
基
準
で
は
、食
品
の
衛
生

管
理
レ
ベ
ル
向
上
に
大
き

な
効
果
が
あ
る
、清
浄
化
区

域
内
で
の
空
気
の
清
浄
化

（
環
境
改
善
）を
求
め
て
い

ま
す
。他
の
食
品
製
造
に
は

な
い
認
定
基
準
の
大
き
な

特
徴
で
す
。こ
の
清
浄
化
の

た
め
に
は
、高
性
能
フ
ィ
ル

タ
ー
付
き
の
空
調
設
備
と
、

清
浄
化
室
の
設
計
に
工
夫

が
必
要
に
な
り
ま
す
。食
品

業
界
で
は
、他
に
あ
ま
り
導

入
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、ど

の
よ
う
な
施
設
整
備
を
す

れ
ば
良
い
か
理
解
さ
れ
て

い
な
い
点
が
多
い
た
め
、

必
要
な
投
資
が
さ
れ
な
か

っ
た
り
、過
剰
な
投
資
を

し
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
多

く
見
ら
れ
ま
す
。そ
こ
で
、

当
協
会
で
は
、で
き
る
だ

け
安
い
費
用
で
、必
要
な

管
理
レ
ベ
ル
向
上
が
は
か

れ
る
よ
う
に
投
資
前
の
設

計
段
階
で
の
事
前
ア
ド
バ

イ
ス
に
力
を
入
れ
て
い
ま

す
。

　

公
益
法
人
だ
か
ら
で
き

る
無
料
の
ア
ド
バ
イ
ス

で
、是
非
ご
活
用
頂
け
れ

ば
幸
い
で
す
。
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タ
バ
ン
ク
の
簡
易
情
報
）

が
受
け
ら
る
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
す
。

︽
問
い
合
わ
せ
先
︾

東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
株

式
会
社

本
店
営
業
第
四
部　

営
業
第

二
課　

高
橋
篤
志

〒100-8050　

東
京
都
千

代
田
区
丸
の
内
１
‐
２
‐
１

　
　

T
E

L
:03-3285-1793　

F
A

X

：03-3285-0212

E
-m

ail

：

atsu
_tak

ah
ash

i@

tm
nf.jp
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事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

業
務
災
害
補
償
制
度
の
ご
案

内
（
労
災
補
填
）

　

こ
の
制
度
は
、
東
京
海
上

日
動
火
災
保
険
社
が
、
全
国

の
商
工
会
議
所
、
商
工
会
、

中
小
企
業
団
体
中
央
会
と
タ

イ
ア
ッ
プ
し
て
作
ら
れ
た
商

品
で
、
２
０
１
０
年
発
売
以

来
既
に
２
万
社
以
上
の
事
業

者
が
加
入
し
て
い
ま
す
。

　

補
償
と
し
て
は
、
大
き
く

次
の
２
つ
が
あ
り
ま
す
。

① 

「
従
業
員
が
労
災
に
よ
っ

て
ケ
ガ
さ
れ
た
場
合
の

　

炊
飯
業
は
、本
年
度
、原
材

料
費
の
高
騰
で
業
況
の
悪

化
し
て
い
る
業
種
の
指
定
を

受
け
て
お
り
ま
す
。次
年
度

に
つ
い
て
も
同
様
に
指
定

（
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
保

証
制
度　

中
小
企
業
保
険
法

第
２
条
第
４
項
５
号
）を
申

請
中
で
す
。

５
号
：
業
況
の
悪
化
し
て
い

る
業
種（
全
国
的
） 

↑　
（
炊

飯
業
）主
要
原
材
料（
米
）の

高
騰
に
よ
る
全
国
的
業
況
悪

化

死
亡
・
入
通
院
の
補
償
」

② 

「
企
業
が
労
災
事
故
で
従

業
員
ま
た
は
そ
の
遺
族

か
ら
訴
え
ら
れ
た
際
の

賠
償
補
償
」

労
災
事
故
の
企
業
防
衛
対

策
と
し
て
最
適
な
商
品
で

す
。

　

商
品
の
主
な
特
徴
は
以
下

の
通
り
で
す
。

① 

一
般
の
加
入
よ
り
最
大
で

約
55
％
割
安

② 

企
業
の
法
律
上
の
賠
償
責

任
を
最
大
３
億
円
／
人

１
．�対
象
と
な
る
中
小
企
業

者

　

取
引
先
等
の
再
生
手
続
等

の
申
請
や
事
業
活
動
の
制

限
、災
害
、取
引
金
融
機
関
の

破
綻
等
に
よ
り
経
営
の
安
定

に
支
障
を
生
じ
て
い
る
中
小

企
業
者
で
あ
っ
て
、事
業
所

の
住
所
地
を
管
轄
す
る
市
町

村
長
又
は
特
別
区
長
の
認
定

を
受
け
た
も
の
。

　

以
下
の
い
ず
れ
か
の
要
件

を
満
た
す
こ
と
に
つ
い
て
、

市
区
町
村
長
の
認
定
を
受
け

（
５
億
円
／
１
災
害
）
ま

で
補
償

③ 

労
災
保
険
の
給
付
決
定
を

待
た
ず
に
保
険
金
が
受

け
取
れ
ま
す

④ 
売
上
高
と
業
種
に
基
づ
い

て
保
険
料
が
算
出
（
従
業

員
、
パ
ー
ト
等
の
人
数
申

告
不
要
）

⑤ 

従
業
員
だ
け
で
な
く
パ
ー

ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
派
遣

社
員
、
構
内
下
請
け
作
業

員
も
補
償
対
象

⑥ 

熱
中
症
や
日
射
病
、
通
勤

た
中
小
企
業
者
が
対
象
。

（
イ�

）指
定
業
種
に
属
す
る
事

業
を
行
っ
て
お
り
、最
近

３
か
月
間
の
売
上
高
等

が
前
年
同
期
比
５
％
以

上
減
少
の
中
小
企
業
者
。

（
ロ�

）指
定
業
種
に
属
す
る
事

業
を
行
っ
て
お
り
、製

品
等
原
価
の
う
ち
20
％

を
占
め
る
仕
入
価
格
が

20
％
以
上
、上
昇
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、製

品
等
価
格
に
転
嫁
で
き

て
い
な
い
中
小
企
業
者
。

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
保
証
制
度
の
紹
介　

中
小
企
業
保
険
法
第
２
条
第
４
項

通
常
総
会
の
お
知
ら
せ

　

公
益
社
団
法
人
日
本
炊

飯
協
会
の
通
常
総
会
を
左

記
日
程
で
行
い
ま
す
。

　

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、万
障
お
繰
り

合
わ
せ
の
上
、出
席
頂
き

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

日
時

　

 

平
成
25
年
５
月
24
日　

14
時
～
（
通
常
総
会
）

15
時
～
17
時（
懇
親
会
）

場
所 　

　

 

コ
ー
ト
ヤ
ー
ド
マ
リ
オ
ッ

ト
銀
座
東
武
ホ
テ
ル

セ
ミ
ナ
ー
（
フ
ァ
ベ
ッ
ク

ス
）開
催
の
お
知
ら
せ

　

フ
ァ
ベ
ッ
ク
ス
が
、平

成
25
年
４
月
３
日
～
５
日

に
、東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト

で
開
催
さ
れ
、４
月
４
日

（
木
）に
は
、「
コ
メ
政
策
不

在
」を
考
え
る
と
題
し
た

セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
ま

す
。

　

消
費
減・
コ
メ
余
り
の

中
、下
が
る
べ
き
コ
メ
価

格
が
値
上
が
り
を
続
け
る

と
同
時
に
、玉
不
足
の
珍

現
象
が
起
き
、コ
メ
の
業

務
用
ユ
ー
ザ
ー
は
苦
境
に

陥
っ
て
お
り
、こ
の
原
因

を
さ
ぐ
る
べ
く
、川
下
視

点
で
農
政
の
問
題
点
と
、

実
需
側
の
現
状
を
紹
介
し

ま
す
。

　

元
農
林
水
産
省
事
務
次

官
の
高
木
勇
樹
氏
に
よ
る

基
調
講
演
の
後
、パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行

い
ま
す
が
、当
協
会
か
ら

は
、福
田
耕
作
理
事
が
パ

ネ
リ
ス
ト
と
し
て
参
加
し

ま
す
。

途
上
の
ケ
ガ
も
補
償

⑦ 

入
院
保
険
金
、
通
院
保
険

金
は
１
日
目
か
ら
受
け

取
れ
ま
す
。

⑧ 

保
険
料
は
、
全
額
損
金
処

理
の
上
、
満
期
時
の
保
険

料
生
産
が
不
要

︽
メ
リ
ッ
ト
︾

・ 

団
体
制
度
な
の
で
一
般
で

の
契
約
よ
り
50
％
以
上
の

割
引
の
保
険
料
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

・ 

ケ
ガ
の
補
償
は
、
政
府
労

災
の
給
付
を
待
た
ず
支
払

わ
れ
ま
す
。

・ 

契
約
は
業
種
と
売
上
額
等

で
決
ま
る
た
め
、
パ
ー
ト・

ア
ル
バ
イ
ト
も
含
め
て
従

業
員
様
の
人
数
の
変
動
が

あ
っ
て
も
満
期
（
１
年
間
）

ま
で
は
保
険
料
は
変
わ
り

ま
せ
ん
。

（
ハ�

）指
定
業
種
に
属
す
る
事

業
を
行
っ
て
お
り
、円
高

の
影
響
に
よ
っ
て
、原
則

と
し
て
最
近
１
か
月
の

売
上
高
等
が
前
年
同
月

比
で
10
％
以
上
減
少
し
、

か
つ
、そ
の
後
２
か
月
を

含
む
３
か
月
間
の
売
上

高
等
が
前
年
同
期
比
で

10
％
以
上
減
少
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る（
※

１
）中
小
企
業
者
。（
※

２
）

※ 

１
：
最
近
２
か
月
の
売
上

高
等
の
実
績
値
と
そ
の

翌
月
を
含
む
３
か
月
間

の
見
込
み
値
で
認
定
申

請
す
る
こ
と
も
可
能
。

※ 

２
：
売
上
高
等
の
減
少
が

円
高
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
具
体
的
に
記

述
し
た
書
面（
理
由
書
）が

必
要
。

︽
そ
の
他
︾

・ 

皆
様
が
ご
加
入
い
た
だ
け

る
か
ど
う
か
の
詳
細
や
お

見
積
も
り
、
そ
の
他
お
問

い
合
わ
せ
は
、「
東
京
海

上
日
動
（
担

当
：
高
橋
）」

ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

・ 

東
京
海
上
日

動
で
は
、
契

約
の
有
無
に

関
係
な
く
無

料
の
会
員

サ
ー
ビ
ス

（
Ｗ
Ｉ
Ｎ
ク

ラ
ブ
）
が
あ

り
ま
す
。
企

業
情
報
提
供

サ
ー
ビ
ス

（
帝
国
デ
ー

２
．保
証
料
率

　

お
お
む
ね
１
％
以
内
で
、

各
保
証
協
会
毎
及
び
各
保
証

制
度
毎
に
定
め
ら
れ
て
お
り

ま
す
。

３
．保
証
限
度
額

（
一
般
保
証
限
度
額
）

普
通
保
証 

２
億
円
以
内
／

無
担
保
保
証 

８
０
０
０
万

円
以
内
／
無
担
保
無
保
証
人

保
証 

１
２
５
０
万
円
以
内 

＋︿
プ
ラ
ス
﹀

（
別
枠
保
証
限
度
額
）

普
通
保
証 

２
億
円
以

内（
※
）
／
無
担
保
保

証 

８
０
０
０
万
円
以
内

／
無
担
保
無
保
証
人
保
証 

１
２
５
０
万
円
以
内

４
．手
続
き
の
流
れ

　

対
象
と
な
る
中
小
企
業
の

方
は
、法
人
の
場
合
は
登
記

上
の
住
所
地
又
は
事
業
実
体

の
あ
る
事
業
所
の
所
在
地
、

個
人
事
業
主
の
方
は
事
業
実

体
の
あ
る
事
業
所
の
所
在
地

の
市
町
村（
ま
た
は
特
別
区
）

の
商
工
担
当
課
等
の
窓
口

に
認
定
申
請
書2

通
を
提
出

（
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
書

面
等
が
あ
れ
ば
添
付
）し
、認

定
を
受
け
、希
望
の
金
融
機

関
ま
た
は
所
在
地
の
信
用
保

証
協
会
に
認
定
書
を
持
参
の

う
え
、保
証
付
き
融
資
を
申

し
込
む
こ
と
が
必
要
で
す
。

※
保
証
協
会
ま
た
は
金
融
機

関
に
よ
る
審
査
の
結
果
、ご

希
望
に
そ
い
か
ね
る
場
合
が

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
下
さ
い
。 

５
．取
扱
機
関

　

各
都
道
府
県
等
の
信
用
保

証
協
会

　こ
の
制
度
は
、取
引
先
等
の
再
生
手
続
等
の
申
請
や
事
業
活
動
の
制
限
、災
害
、

取
引
金
融
機
関
の
破
綻
等
に
よ
り
経
営
の
安
定
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
中
小
企

業
者
に
つ
い
て
、保
証
限
度
額
の
別
枠
化
等
を
行
う
制
度
で
す
。

　

労
災
事
故
が
起
き
た
場
合
、労
災
保
険
だ
け
で
は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
部
分
が

あ
り
、企
業
防
衛
対
策
と
し
て
、料
金
が
従
来
よ
り
安
く
ま
た
使
い
や
す
く
な
っ

た
業
務
災
害
補
償
を
す
る
補
償
制
度
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

《
業
務
災
害
補
償
制
度
の
ご
案
内
》


